
特定非営利活動法人 アーユス仏教国際協カネットワーク

役員報酬に関する規程

当法人の役員には、当法人の定款第 22条第 1項「この法人の役員はすべて無報酬とする。」

に基づき、役員報酬は支給しない。

【参考】特定非営利活動法人 アーユス仏教国際協カネットワーク 定款 (抜粋)

(役員の報酬)

第 22条 この法人の役員はすべて無報酬とする。

2 役員には、その職務執行に必要な費用を支弁することができる。

3 前 2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
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特定非営利活動法人 アーユス仏教国際協カネットワーク

職員賃金規程

第 1章  総  則

(目 的)

第 1条  この職員賃金規程は、「職員就業規則」に基づき、アーユス職員の賃金に関する事項を定

める。

(適用範囲)

第 2条  本規程における賃金は、職員就業規則に定められた正職員および契約職員に適用する。

第 3条

(賃金の種類)

職員の賃金の体系と種類は以下のとおりとする。

① 基本給

② 諸手当

イ)役 職手当

口)調 整手当

ハ)特 別手当

二)通 勤手当

ホ)定 額時間外手当

へ)時 間外手当

(以上について以下「給与」という)

③ 賞与

(給与の支払方法)

第 4条  給与は、これを全額本人に支給する。ただし、法令で職員の負担すべきものと定められた社

会保険料、税金、その他本人の同意を得たものは控除する。

2.給与は、毎月初日から末日までを計算期間とし、翌月の25日 に支給する。ただし、支給日

が休 日にあたる場合はその前日に支給する。

3。 新任のときは、職員となった日から、給与額に変更の生じた者には、変更の生じた日から日

割計算により支給する。

4.職員が死亡または離職したときは、その日までの給与を日割計算により支給する。

(不就労時の取扱い)

第 5条  賃金計算期間において、不就労の日または時間がある場合には、その部分について賃金

は支払わない。
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2。 前項における不就労は、日割計算あるいは時間計算により当該部分の賃金を控除する。

3。 日割計算および時間計算の基礎は次のとおりとする。

① 基準内賃金 ・・・基本給および、通勤手当を除く諸手当

② 月平均の勤務時間 ・…年間総勤務時間÷12より算出した月平均所定勤務時間

③ 時給単価 ・‥基準内賃金額÷月平均勤務時間

第 2章  基本給

(基本給)

第 6条  職員の基本給については、各人の技能、経験、勤続年数、役割などを考慮して、個人ごと
′

に決定する。

2.昇給は1年以上勤務した職員を対象とする。

3.昇給時期に勤続が6月 を超えかつ1年未満の場合には、昇給額を前項の半額とする。

第 3章  諸手当

第 7条

(役職手当)

役職の任にある職員に対して、以下の役職手当を支給する。

① 事務局長    70,000円
② 部長      50,000円
③ 課長      40,000円
④ 係長     20,000円
⑤ 主任      10,000円

(調整手当)

第 8条  外部受託業務等により、職員間の均衡として調整が必要とアーユスが認めたときは、その相

当額を調整手当として支給することができる。

(特別手当)

第 9条  前各条の手当に該当しない特別の事由により手当の必要があるとアーユスが認めたときは、

必要な額の特別手当を支給することがある。

(通勤手当)

第 10条  電車、バスなどの交通機関を利用して通勤する職員にはその実費を支給する。
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2.通勤手当の支給上限は月額10万円とする。

3.通勤経路を変更したとき、通勤の実費が変わったときは、直ちにアーユスヘ変更後の通勤費

を報告しなければならない。

(定額時間外手当)

定額時間外制を導入した職員については、所定勤務時間を超えた30時間までの勤務につ

いては、定額時間外手当を支給する。なお、定額時間外手当は次項に定める時間外手当

と同等の割増率で計算し、実勤務時間数にかかわらず30時間分の満額を支給するものとす

る。

第 12条

2.

3.

4.

5`

第 11条

第 13条
2

(時間外手当)

職員に対し業務の都合上、その他やむを得ない理由により時間外勤務を命じ、職員がその

勤務に服した場合、次に掲げる基準により時間外手当を支給する。

時間外勤務手当

業務の都合で所定勤務時間を超えて勤務した場合に支給する。支給金額は、次のとおりと

する。ただし、前条に定める定額時間外制を導入した職員については、30時間を超えた部

分について支給するものとする。

算定基礎額■月平均所定勤務時間数×125%× 超勤時間数

深夜勤務手当

業務の都合で午後10時から午前5時までの時間帯に勤務した場合に支給する。

算定基礎額■月平均所定勤務時間数×25%×深夜勤務時間数

休 日勤務手当

職員に対し休 日出勤を命じ、その勤務に服した場合、次に掲げる基準により休 日勤務手当

を支給する。

① 法定休 日の休 日勤務手当

算定基礎額÷月平均所定勤務時間数×135%× 法定休 日勤務時間数

② 法定休 日以外の休 日勤務手当

算定基礎額÷月平均所定勤務時間数×125%× 法定外休 日勤務時間数

時間外手当の算定基礎額に算入する賃金項目は、基本給、役職手当および労働の対価で

ある手当とする。

第4章  賞  与

(賞与の支給)

賞与は、アーユスの財務状況、各職員の勤務実績等を考慮のうえ支給することができる。

支払時期は、7月 と12月 とする。

(算定基礎額)

第 14条  賞与計算の基礎となる算定基準項目算定項目は、基本給および役職手当とする。



第 15条

2.
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(支給対象)

支給対象者は、支給時に在職している職員とする。

対象期間をすべて満たしていない場合は、その応分の額とする。なお、試用期間は対象期

間に算入する。

前条の支給対象期間は次のとおりとし、不就労の期間は別に定めのない限り対象外とする。

① 7月 支給    前年12月 1日 より5月 31日 まで

② 12月 支給    6月 1日 より11月 30日 まで

Ｒ

）

第 5章  休業補償

(休業手当)

第 16条  業務上の事由により職員が休業した場合は、労働法令に基づき、平均賃金の60%を支給

する。

2.同一事由について、労災保険より給付を受けられる場合は、その限度において前項の支給

を行わない。

(打切補償)

第 17条  業務上の事由による傷病が、療養開始後3年を経過しても治癒しないときは、平均賃金の

1200日 分の打切補償を支給することにより、補償を打ち切ることができる。

第 6章  付  則

(施行)

第 18条  この規程は、2015年 4月 1日 から施行する。



書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

法人名
特定非営利活動法人アーユス仏教国際協

カネットワーク
事 業 年 度

2020年 4月 1日 ～2021年 3月

31日

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

特別賛助受取会費 2,900,000円

法人受取会費 2,600,000円

賛助受取会費 60,000円

個人受取会費 1,812,000円

学生受取会費 0円

受取寄付金・募金 18,742,880円

受取協賛金 6,689,500円

受取物品寄附 72,696円

受取助成金 1,100,Oα 〕円

NGO支援事業収益 0円

教育交流事業収益 601,353円

管理費収益 0円

受取利息 458円

雑収入 1,429,538円

△
ロ 計 36,008,425円

(1)収益の源泉別の明細

借入金の明細

該当無し

金    額r」土
:日 先入

円該当無し

円

円

円

円

0円△
口 計

(3)その他

32 1項各号に対応 していま 。以下同じです。

□



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及

資産の貸付けに係る

(3)役務の提供に係る び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

500円Peace Beads

3,000円散華 1(150枚 )

3,000円散華 2(150枚 )

300円絵葉書 1(8枚 )

絵葉書 2(10枚 ) 500円

250円

300円一筆箋

メモ帳

料 金 条  件  等貸 付 資 産 の 内 容

円該当無し

料 金 条  件  等役 務 の 提 供 の 内 容

ドリップパック3袋込み1,700円

2,000円

アーユス共催セミナー

同上 ドリップパック 6袋込み



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第
ら第五順位までの取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

8,493,964円 寄付・会費・協賛金・物品購入

1,161,000円 会費・協賛金

1,100,000円 会費・協賛金

630,000円 寄付

614,549円 寄附・会費

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

給与

給与

給与

1,782,378円
協賛金印刷物・封筒・ レターヘ

ッド・名刺・記念誌など印刷

1,500,000円 助成金

1,500,000円 助成金

引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

*別紙 1参照 円

円

円

円

円

譲渡資産の内容等
貸 付

年月日
対 価 の 額

法人との

関  係
住所又は所在地取引先の氏名等

円該当無し

円

ロ )資産の貸付け (金銭の貸付け



対 価 の

額
役務提供の内容等取引先の氏名等

法人との

関  係

住所又は所

在地

役務の提供年月

日

年間契約料 360,000円

助成金申請手数料

20,000円

年末調整 4250ノ人 x4

法定調書合計書 3000
円′1枚
支払調書_税務署 2000

円ノ人  x2
支払調書_支払先

1500円ノ人 x2
給与支払報告書 2000

円ノ市区町村 x4

源泉、消費税

2020年 4月

1日 ～2021年
3月 31日

384,115

円

GOEN DRM使 用料

11,500ノ月 x8

2020年 7月 1

日～2021年:3

月 31日

92,000

円

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

10,000円

100,000円

4,549円

400,000円

2020年 5月 19日

2020」手15′月29日

2020イ手112′月 7日

2020」手112月 10日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

4人
12,468,000円

5給 に関する事項 与を得た職員の総数及 に対する給与の総額に関する事項]



支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

別紙 2参

照
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[⑦200万円以下の海外への送

しを行った場合におけるそ び使途並びにその 日

実  施  日 使 途 金   額

該当無し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



書式第 17号 別紙 1

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日

譲 渡 価

格
譲渡資産の内容等

2020」午ユ5´月 12日 3,600円 絵葉書 lx12

2020年 6月 25日 3,000円 散華 2xl

2020年 9月 4日 3,000円
絵葉書 lx5
-筆箋 x5

2020年 11月 30日 60,000円 一筆 箋  x200

2020年 12′「1 7 日 2,500円 メモ帳  x10

2020」年112′月 16日 23,000円

絵葉書 lx 10

絵葉書 2x10
メモ帳I x20

Peace Bleads x10

2020」午112´月 22 日 3,600円 絵葉書 lx12

2021イ手12′月 10日 1,500円 絵葉書 2x3

2021年 3月 11日 2,500円 PeaceBeads x5



書式第 17号 別紙 2

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支出年月日 支出先の名称 所在地 寄附の目的等 支出した寄付金額

2020年 4月 24日

2020年 4月 24日

2020年 4月 24日

2020年 5月 25日

2020年 5月 25日

2020年 5月 25日

2020 5 25 日

2020 5 月 25日

2020 5月 25日

2020 7月 10日

2020 年 7月 16 日

2020 16 日

2020 7 月 16日

7 月 16 日

月7 22 日

助成金

助成金

助成金

300,000

375,000

1,000,000

500,000円

500,000円

500,000円

500,000円

500,000円

500,000円

100,000円

500,000円

500,000

500,000円

500,000円

500,000円

2020年 7月 22日 助成金 500,000円

2020年 7月 22日 助成金 375,000円

300,000

375,000円

2020年 7月 22日

2020年 10月 23

日

助成金

2020年 10月 23

日

2020年 11月 13

日

2020年 11月 27

日

助成金

時局対応支援

300,000円

300,000円

500,000 円

2020年 11月 27

日

2020年 1月 24日

2020年 1月 24日

時局対応支援

助成金

500,000円

375,000円

300,000



3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)役員及びその親族等

(2}特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は根簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

法人名 特定非営利活動法人アーユス仏教国際協カネットワーク チェック1欄

○

イ

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

役員数

② ③

項  目

区  分

①

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグ′レープの人数

割 合

(④÷③

④ ⑤

④

20m年 4月 1日～2021年 3月

31日 16人 0人

人

人

人

人

人

0% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 % 人 %

申 請 時
人 % 人 %

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転配してください。

③l吸dЭこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

(例)33. 333・ ・・96‐→ 33. 3%

申 請 時① ◎④ ⑮ ◎各社員の表決権が平等である

上記を証する書類の名称とその内容等

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) 【涵園】

∝重1中D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第

"条
第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても配嗜及び添

付する必要があります。その場合、上記口の配載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬観程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

Q¨」:当墨塁壁 0:菫:L」:菫□:□]区!菫堕」日i塁二̈里堕」目:塑]聾■̈璽國L:壺

`二

塾L_

項
日
Ｈ ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい

○いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている

○はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日
Ｈ ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有。○無 有・無 有 。無 有 。無 有・無 有・無

第3表 (次ヨD

∝重1中D
認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:害順)に配載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

ェック (第 3表)

○ 二において、「費途が明らかでない支出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります|。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。

注 意 事 項記 載 要 領項    目

区分欄の「③」から「◎」欄には、実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を調載して、「①」、「②」及

び「④りの各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝ゆ第○条に正会員の表決権 (又は議決

権)は平等に一票を与えると規定」のように記載します。

口の各欄

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」Q「墜霊二

1二」Ω」__し]L」星

`含

」≦:!豊」菫こ萱:塾]匪l雷[生迩:

付し≦くださし主咀

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

した場合に墜、壺ヨ3表付表2「帳簿組

麹型整菫_董費虹必旦L堅ヱ壺L

じて行っている」の「は
'Ⅵ

に「Ω」

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したもので九

,\a41il

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「③」から「◎」)を示したものです。

二の各欄

記載要領の補足_



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

池田 未樹

伊藤 信道

稲葉 尚範

大橋 正明 理事

熊岡 路矢 理事

菅原 智之 理事

瀬野 美佐 理事

第 3表付表 1

2018年 7月

1日 就任

1999 年 11

月 12日 就

任 令 和 2

年 6月 30日

退任

1999 1「 11

月 12日 就

任

1999 年 11

月 12日 就

任

2016年 7月

1日 就任

2003年 6月

26日 就任

2020年 7月

1日 就任

○

2018年 7月

1日 就任

人16人 人 人 人

人

人

人 人0人 人 人

人0人 人 人 人0人

役  員  数

法人名
特定非営利活動法人アーユス仏

教国際協カネットワーク
④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

監事

理事

理事

○

○

○

○

○

○

○

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

④ ⑤ ◎ ① ◎
就任・退任

年月日

多賀 俊二 監事



遠山 章信
○

20081「 7月

1日 就任

1999 4「 11

月 12日 就

任

中島 大成

中平 了悟

○

2018年 7月

1日 就任

福田 行慈 1999 年 11

月 12日 就

任

2000年 7月

1日 就任

1999 年 11

月 12日 就

任

本多 静芳

松本 智量

水谷 浩志 2015年 7月

1日 就任

2008年 7月

1日 就任

持田 貫信

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができま

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

○



法 人 名 特定非営利活動法人アーユス仏教国際協カネットワーク

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

出金伝票 単票

発生時 7年間

入金伝票

単票

発生時

7年間

総勘定元帳 会計ソフト (会計王)使用

ルーズリーフ

1週間毎 7年間

仕訳日記帳 会計ソフト (会計王)使用

ルーズリーフ

1週間毎 7年間

給与台帳 ウェブアプリケーション

(My common[HH

毎月 7年間

物販在庫表 PC(エクセノの 使用 四半期毎 7年間

貯蔵品出納帳 PC(エクセノリ 使用 発生時 7年間

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記載目D
I 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば 日晩金出納幅む、「総勘定列LI、 「経費帳」などのように記載します。

| 「左の帳簿等の形態」欄は、「3枚複写伝票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように配載します。

, 「記帳の時期」欄は、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。
1認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書E)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人アーユス仏教国際協カネットワーク チェッタ1日

4事 業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

○

ロ

① ◎ 申闘削寺④ ⑮ ◎日
Ｈ項

有 。無有 。無 有 ・ 無 有 。無有 。○無 有 。無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び

信者を教化育成する活動

有 。無 有 。無 有 ・ 無有 ・ ○無 有 。無 有 。無
政治上の主義を推進し、支持し、又は

これに反対する活動

有 。無有・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無有 ・ 〇無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、又

はこれらに反対する活動

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申評

"寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別の利益の供与の有無

有。○無 有。無 有。無 有。無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有。○無 有。無 有・無 有・無 有・無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無
有。○無 有。無 有。無 有。無 有・無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する割附の有無
有。O無 有 。無 有。無 有。無 有・無 有。無

書式第 10号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表 (第 4表 ) (初葉)

∝重中D
・ 『認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても調職

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)0'政び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:中E)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。



チェック欄法人名 特定非営利活動法人アーユス仏教国際協カネットワーク

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関す

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

これをその事 O

る事項その他一定の事

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※田覧に関する綱則 綱繁開隕101"‐1ある●躍Hヨヽ 枷 1悧
『

哺諷D等を添付してくださしヽ

同  意

○する しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10刃洪上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

日l蒔喋奔援:の役員報酬又は職員給与・の支孫含に:掲するガ謝塁

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

。 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員⊂酒己偶者若しくは三親等以内の親族又ぼ役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及咄 月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額ド2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し (その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

ェック表  (第 5表)

∝憲申D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員蠣□樹闘響馴提出書類)の提出時に配載及び添付する必要が

あります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人アーユス仏教国際協カネットワーク

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 設立年月日

∝意1中D
・ 法第 5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、配載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記職の必要はありません。また、法第

5条第1項に基づく書類 (役員莉日樹所嬰剛提出書類)に記載した事項について、改めて配載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎

有 任 有 ・ 無 有 ・ 無 有 缶 有 。 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

有 ・ ○無 有 ・ 無 有 。 無 有 0無 有 ・ 無 有 ・ 無

○,認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規膿等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。



/
/

書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り

合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定

特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を1副Lしないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等餞蒻嘔1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等口闘 2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当骸滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (塑
|

日から5

3

ロ

している法人

EIヨ ることができません。

6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団

，
“ 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい 。○いい

え

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認1定勝υ樺折1歴働法人が認定を取り消された場合又は4熙忍脚侍定非営禾!蛭観法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定

非営利活動法人又は当楷 碇喘碇り.睦軒l歴コ湛人のその業務を行う理事であった者でその取消

しの日から5年を経過しなし堵・の有無

有 。○無

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から

5年を経過しない者の有無
有 。○無

騎調り1搾鐸:1舌重‖|1題佳法若しくは暴力団員による不当イ
:テ

'制

方止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税1に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その開行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有 。○無

暴力団の構成員等の有無 有 。○無

０
０ 定款又は事業計画書の内容が法令等|む皇反している法人 はい 。○いいえ

4 国税又は地方税の滞納処分C潮府がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しなしヾ去人
はい 。○いいえ

滞
薇

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、

(注 1)その他の事駿

"い

あ`る場合lよ その他の事務所所在の滞脚投じ)に係る#"損嗣月書も添付す
・ること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

Ｐ
Ｏ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 はい 。○いいえ

6 次のいけン勁 にヽ該当する法人

暴力団 はい 。○いいえ

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい 。○いいえ

法人名 特定非営利活動法人アーユス仏教国際協カネットワーク チェック欄
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